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歳入予算の項目別執行状況

予算現額(A) 収入済額(B) 収入済率

  　　千円     　　千円 (B/A)　　％

市 税 32,556,326 21,247,566 65.3

地 方 交 付 税 24,778,510 18,528,505 74.8

使 用 料 及 び 手 数 料 1,718,729 763,192 44.4

国 庫 支 出 金 34,229,261 11,132,654 32.5

県 支 出 金 9,536,909 2,063,792 21.6

繰 入 金 2,404,565 678 0.0

諸 収 入 2,557,106 820,602 32.1

市 債 15,209,459 2,165,500 14.2

そ の 他 11,607,410 6,388,699 55.0

合 計 134,598,275 63,111,188 46.9

歳出予算の項目別執行状況

予算現額(A) 支出済額(B) 支出済率

  　　千円     　　千円 (B/A)　　％

総 務 費 8,962,204 3,205,894 35.8

民 生 費 57,529,389 22,228,431 38.6

衛 生 費 9,182,434 4,365,532 47.5

労 働 費 29,724 20,965 70.5

農 林 水 産 業 費 1,590,205 680,885 42.8

商 工 費 4,013,064 2,527,456 63.0

土 木 費 17,078,363 3,949,744 23.1

消 防 費 4,288,417 3,276,903 76.4

教 育 費 14,250,507 5,042,028 35.4

公 債 費 15,931,211 9,121,983 57.3

そ の 他 1,742,758 970,671 55.7

合 計 134,598,276 55,390,492 41.2

１．一　　般　　会　　計

Ｒ３．９．３０現在

　　　　　　　　　　　　　　　　区分
　款別

　　　　　　　　　　　　　　　　区分
　款別
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予算執行状況

予算現額(A) 収入済額(B) 収入済率 支出済額(C) 支出済率

  　　千円     　　千円 (B/A)　％     　　千円 (C/A)　％

競 輪 事 業 23,027,783 482,660 2.1 2,614,390 11.4

国 民 健 康 保 険 事 業 28,349,197 10,657,685 37.6 11,009,048 38.8

宅 地 造 成 事 業 13,808 13,779 99.8 619 4.5

卸 売 市 場 事 業 745,352 204,238 27.4 315,547 42.3

介 護 保 険 事 業 31,148,247 12,537,497 40.3 12,773,522 41.0

母子父子寡婦 福祉 資金
貸 付 金

155,897 120,426 77.2 17,781 11.4

後 期 高 齢 者 医 療 3,722,774 1,260,685 33.9 798,361 21.4

駐 車 場 事 業 259,727 43,451 16.7 106,035 40.8

２．特　　別　　会　　計

Ｒ３．９．３０現在

　　　　　　　　　　　　　区分
　会計別
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予算執行状況

予算現額(A) 執行率 予算現額(C） 執行済額(D) 執行率

  　　千円 (B/A)　％   　　千円     　　千円 (D/C)　％

収入 11,992,060 51.8 2,386,956 1,684,651 70.6

支出 12,085,497 47.4 2,872,873 1,631,378 56.8

収入 8,514,997 46.1 5,247,484 4,084,908 77.8

支出 8,062,920 45.0 8,686,520 4,677,866 53.9

収入 364,234 57.5 137,431 135,500 98.6

支出 321,639 46.1 263,670 153,726 58.3

収入 6,453,781 42.4 770,808 52,093 6.8

支出 6,167,192 36.4 4,591,328 827,229 18.0

収入 2,284,102 40.3 1,058,481 432,646 40.9

支出 2,441,818 38.7 1,059,028 140,386 13.3

３．企　　業　　会　　計

Ｒ３．９．３０現在

　　　　　　　　　　　　区分

　企業会計別

収益的収支 資本的収支

執行済額(B)

    　　千円

病 院 事 業
6,211,155

5,731,341

下 水 道 事 業
3,921,951

3,630,973

農 業 集 落
排 水 事 業

209,509

148,148

水 道 事 業
2,738,191

2,245,400

自 動 車 運 送
事 業 会 計

919,941

945,625

病院事業･････････････････病 床 数 494 床 患 者 数 157,117 人

下水道事業･････････････水洗化人口 200,571 人 処理水量 16,075,783 ㎥

農業集落排水事業･･･････水洗化人口 5,382 人 処理水量 214,014 ㎥

水道事業･････････････････給水人口 274,868 人 配 水 量 15,855,613 ㎥

自動車運送事業･･･････････走行キロ 1,953,877 km 輸送人員 2,633,704 人

備 考
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Ｒ３．９．３０現在

（１）． 126,394,295 千円

（２）． 2,387,657 千円

（３）． 4,969,269 千円

（４）． 69,652,732 千円

（５）． 2,340,947 千円

（６）． 14,462,504 千円

（７）． 946,515 千円

（８）． 250,574 千円

水 道 事 業 会 計

自 動 車 運 送 事 業 会 計

そ の 他 の 会 計

４．市　債　の　現　在　高

一 般 会 計

卸 売 市 場 事 業 会 計

病 院 事 業 会 計

下 水 道 事 業 会 計

農業集落排水事業会計
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人

世帯

５．行　政　費　用　と　市　税　負　担

Ｒ３．９．３０現在

住 民 登 録 人 口 275,749
行　政　費　用 市　税　負　担

世 帯 数 137,419

市 民 一 人 当 た り 488,119 円 118,065 円

一 世 帯 当 た り 979,474 円 236,913 円

市民一人当たりの・・・

行 政 費 用 ＝ 歳 入 予 算 現 額 ÷ 住 民 登 録 人 口

市 税 負 担 ＝ 市 税 予 算 現 額 ÷ 住 民 登 録 人 口

一世帯当たりの・・・

行 政 費 用 ＝ 歳 入 予 算 現 額 ÷ 世 帯 数
市 税 負 担 ＝ 市 税 予 算 現 額 ÷ 世 帯 数

備 考
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(単位：千円）

６．一　時　借　入　金　の　現　在　高

Ｒ３．９．３０現在

会　計　名 現　在　高

一般会計 0

水道事業会計 0

自動車運送事業会計 0

病院事業会計 2,000,000

下水道事業会計 0

農業集落排水事業会計 0

一時借入金は、その年度内で歳計現金が不足した場合に、その支払資金の不足を

補うために借り入れるものです。

用語解説
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７．市　有　財　産　の　現　在　高

R３．９．３０現在

単位
行政財産

普通財産 合　　計
公用財産 公共用財産

土 地 ㎡ 3,146,159 8,834,628 6,495,162 18,475,949

建 物 ㎡ 104,645 1,013,571 47,498 1,165,714

山 林 （ 市 有 林 ） ㎡ 8,274,991 8,274,991

立 木 ㎡ 221,149 221,149

物 権 件 2 2

動 産 隻 1 1

有 価 証 券 千円 287,330 287,330

出 資 に よ る 権 利 千円 2,620,244 2,620,244

①行政財産

市によって公用または公共用に供するものと決定した財産をいい、行政主体

の直接使用か一般的共同利用かによって、公用財産と公共用財産に分かれて

います。
②公用財産

行政財産のうち、市がその事務または事業を執行するために直接使用するこ

とを本来の目的とする財産です。
（例）庁舎、議会議事堂等

③公共用財産
住民の一般的共同使用に供する事を本来の目的としている公有財産を言い

ます。

（例）学校、公民館、図書館、病院、保育所、公園、道路等
④普通財産
行政財産以外の公有財産です。直接特定の行政目的のために供されるもの

ではなく、市が一般私人と同じ立場でこれを所有し、その経済的価値を発揮さ
せるために管理する財産です。

用語解説

①行政財産

市によって公用または公共用に供するものと決定した財産をいい、行政主体

の直接使用か一般的共同利用かによって、公用財産と公共用財産に分かれて

います。
②公用財産

行政財産のうち、市がその事務または事業を執行するために直接使用するこ

とを本来の目的とする財産です。
（例）庁舎、議会議事堂等

③公共用財産
住民の一般的共同使用に供する事を本来の目的としている公有財産を言い

ます。

（例）学校、公民館、図書館、病院、保育所、公園、道路等
④普通財産
行政財産以外の公有財産です。直接特定の行政目的のために供されるもの

ではなく、市が一般私人と同じ立場でこれを所有し、その経済的価値を発揮さ
せるために管理する財産です。

用語解説
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